
平成３０年１１月１７日

内閣官房行政改革推進本部事務局

説明資料

地域における介護サービス

・地域支援事業交付金
・保険者機能強化推進交付金



住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以内に
必要なサービスが提供される日常生活圏域（具
体的には中学校区）を単位として想定

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体
制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。

１

病院：
急性期、回復期、
慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

（厚生労働省作成資料）



２

介護費等の地域差について
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施設サービス調整給付月額 在宅および居住系サービス調整給付月額 高齢化率
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【要介護認定率（都道府県別認定率－全国平均（軽度11.7%、重度6.3%））の状況】
調整済み重度認定率 調整済み軽度認定率 高齢化率

認定率高認定率低
軽度者の認定率に地域差が大きい

【調整済み第1号被保険者1人あたり給付月額】 給付高給付低

（注）給付費（第1号被保険者1人あたりの給付月額）に関する調整済み指標は、給付費の大小に大きな影響を及ぼす、「第1号被保険者の性・年齢別人口構成」と「地域区分
別単価」の2つの影響を除外した給付費（第1号被保険者1人あたりの給付月額）を言う。居住系サービスとは，認知症対応型共同生活介護（グループホーム）と特定施設
入所者生活介護（有料老人ホーム，ケアハウス）等を言う。

（出所）厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム（平成29年時点データ）

在宅等の給付費に地域差が大きい （単位：％）

（単位：％）

全国平均 施設：7,093円 在宅等 12,919円

（注）調整済み認定率とは、認定率の大小に大きな影響を及ぼす、「第1号被保険者の性・年齢別人口構成」の影響を除外した認定率のことを言う。
また、「重度認定率」とは要介護３から５、「軽度認定率」とは要支援１・２及び要介護１・２を指す。全国ベースでの高齢化率は、26.3％。

（出典）財政制度等審議会資料（平成30年10月）



市町村が行う地域支援事業

３

専門的なサービス

ＮＰＯ、民間事業者等に
よる掃除・洗濯等の生活
支援サービス

住民ボランティアによる
ゴミ出し等の生活支援
サービス

既存の訪問介護事業所
による身体介護・生活援
助の訪問介護

既存の通所介護事業所
による機能訓練等の通所
介護

ＮＰＯ、民間事業者等に
よるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の
運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等
の専門職等関与する教室

多様な担い手による多様な
サービス

基準を緩和したサービス
【例】
・人員配置の緩和
・面積基準の緩和

主任ケア
マネジャー等

社会福祉士等

チームアプローチ

保健師等

地域包括支援センター

全国5,041箇所。
（ブランチ等含め7,308箇所）

※平成29年4月末現在。すべての市町村に設置

介護予防ケア
マネジメント

（第一号介護予防支援）

総合相談支援業務

住民の各種相談等。

権利擁護業務

成年後見制度の活用
促進等。

包括的・継続的ケア
マネジメント支援業務

「地域ケア会議」等を通
じた自立支援型ケアマ
ネジメント支援等。

行政機関、保健所、

医療機関、児童相談

所など必要なサービ

スにつなぐ

多面的（制度横断的）
支援の展開

要支援・要介護状態になる可
能性のある方に対する介護
予防ケアプランの作成など。

（厚生労働省資料より）

介護予防・日常生活総合支援事業

住民・ボランティア等によ
る支援
【例】
公民館等での住民主体
の通いの場

旧予防
サービス

移行

移行

訪問介護

通所介護

全国一律
の基準

＜対象：要支援１・２の者等＞

包括的支援事業等



都道府県や市町村の取組について

４

都
道
府
県

支援

C町 D市

複数の自治体の住民が共同して通いの場等を設定

E市

【都道府県の支援のイメージ】

A町 B村
共通の基準による緩和型サービス

事業者 事業者にとっても自治体に
よって、基準が異なること
による事務コストを軽減。

訪問介護

10.0%

通所介護

20.9%

居宅介護支援

7.9%

福祉用具・

住宅改修

4.1%
訪問看護

2.7%

通所

リハ

7.4%

特定施設

入居者生

活介護

6.0%

居宅その他

5.9%

認知症対応型

共同生活介護

8.2%

地域密着型

11.1%

施設サービス

15.7%

費用額
31,871億円

（29年度実績）
48.9% 37.3%

19.4% 8.3% 3.3%

17.6%
18.3%

16.0%
12.6% 11.4%

33.5% 44.5%
64.6%

79.1% 85.4%

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

【軽度者への介護サービスの提供状況等】※訪問回数ベース

身
体
介
護

中
心
型

身
体
介
護

＋
生
活
援
助

生
活
援
助

中
心
型

（出所）厚生労働省「介護給付費等実態調査」（平成29年５月～平成30年４月審査分）

【要介護１・２に対する介護給付】

（出典）財政制度等審議会資料（平成30年10月）
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（出典）平成29年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事
業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所） （出典）財政制度等審議会資料（平成30年10月）

生活援助



保険者機能強化推進交付金

５

Ⅰ ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化に向け
た体制等の構築

Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進
① 地域密着型サービス
② 地域包括支援センター
③ 在宅医療・介護連携
④ 介護予防／日常生活支援
⑤ 生活支援体制の整備
⑥ 要介護状態の維持・改善の状況等

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進
○ 介護給付の適正化 等

 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者（市町村）の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国
で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取組を制度化（平成３０年度より実施）

 自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観的
な指標を設定し、評価結果に基づいて交付金を算定

Ⅰ 管内の市町村の介護保険事業に係るデータ分析等を踏
まえた地域課題の把握と支援計画

Ⅱ 保険者支援の事業内容
① 保険者による地域分析、介護保険事業計画の策定
② 地域ケア会議・介護予防
③ 生活支援体制整備等

④ 自立支援・重度化防止等に向けたリハビリ専門職等の
活用

⑤ 在宅医療・介護連携
⑥ 介護給付の適正化

Ⅲ 評価指標の達成状況による評価
○ 要介護状態の維持・改善の状況等 等

市町村の主な評価指標 都道府県の主な評価指標

一般的な取組の有無を定性的に確認するための評価指標が多い。
改善度合を示すための定量的な評価指標は、全指標のうち約３～５％程度。



主な論点

● 市町村の人員やノウハウ等に地域差がある中、どのように支援
していくべきか。

● 保険者機能強化推進交付金について、財政的インセンティブと
しての十分な効果を引き出すため、評価指標や取組状況の「見え
る化」をどのように改善していくべきか。

● 要介護者の中でも比較的軽度と考えられる者への生活援助サー
ビス等については、地域支援事業へと段階的に移行することはで
きないか。

６
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